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※ 予算額の欄を網掛けしている事業は、ホームレス対策事業として 

単独で予算額を計上していない事業である。 
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対策 1 

評価欄 

事項 

番号 

自立支援システムの運営 

実 績 

○ 自立支援システムと生活困窮者自立支援法との関係 

全額国庫負担での基金事業で実施されていた自立支援センターの運営等については、平

成 26 年度末に全額国庫負担の枠組みが終了し、終了後は、平成 27 年 4 月 1 日施行の生活

困窮者自立支援法の枠組みを活用しての実施となった。 

生活困窮者自立支援法施行後は、その枠組みにおいて、一時生活支援事業及び自立相談

支援事業を一体的に活用することにより、従来通り都区共同事業として、巡回相談から自

立支援センターでの緊急一時保護、就労支援、自立支援センター退所後のアフターケアま

での一貫した支援を実施できる体制を維持した。 

○ 自立支援センターの計画的設置 

  施設の設置に当たっては、地域住民や関係者で構成する地域連絡協議会を通じて、当事

業について理解してもらうよう、事業の趣旨及び事業の成果を丁寧に説明し、計画通り自

立支援センターを設置した。 

・平成 27 年 1 月 自立支援センター「台東寮」の設置 

  ・平成 27 年 8 月 自立支援センター「新宿寮」の設置 

  ・平成 28 年 3 月 自立支援センター「豊島寮」の設置 

  ・平成 31 年 3 月 自立支援センター「墨田寮」の設置 

  ・平成 31 年 3 月 自立支援センター「渋谷寮」の設置 

○ 自立支援センターの運営 

１ 緊急一時保護事業利用者数 

  ・平成 26 年度は 1,571 人、平成 29 年度は 1,344 人 

  ・事業開始から平成 30 年 3 月末までの利用者累計：40,020 人 

 ２ 自立支援事業の利用者数 

・平成 26 年度は 1,233 人、平成 29 年度は 1,019 人 

・事業開始から平成 30 年 3 月末までの利用者累計：20,167 人 

 ３ 自立支援センター入所者の年齢層と路上期間 

（１）若年層（40 代まで）の割合 

   ・平成 26 年度は 65.9％、平成 29 年度は 64.2％（緊急一時保護事業） 

   ・平成 26 年度は 67.6％、平成 29 年度は 66％（自立支援事業） 

（２）路上期間の短い者の割合 

   ・平成 26 年度は 66.1％、平成 29 年度は 69％（緊急一時保護事業） 

   ・平成 26 年度は 68.4％、平成 29 年度は 67.7％（自立支援事業）            

 ４ 自立支援事業退所者の就労自立率の割合 

平成 26 年度は 45.5％、平成 29 年度は 47.7％ 

○ 利用者層の変化に対応した支援  

  若年者や路上生活期間が短い者、就労経験の乏しい者や不安定な就労を繰り返す者の割

合の増加に対応して、職業相談員としてハローワークの職員が各自立支援センターに常駐

して職業相談に対応できる体制に加えて、ハローワークの求人情報がリアルタイムで確認
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できる検索端末を各自立支援センターに設置し、職業相談体制を充実させた。 

○ 就労自立が困難な利用者への対応 

  自立支援システム利用者のうち、就労自立が困難な利用者に対しては、更生施設等の利

用を通じて、再路上化することなく、地域社会へ復帰できる 

よう対応した。 

○ 路上生活の女性・家族等への対応 

女性や家族の路上生活者に対しては、特別区人事・厚生事務組合の厚生関係施設等を活

用して対応した。また、単身女性に対しては、直接、自立支援住宅での受け入れを行い、

自立支援センター本体で提供している支援を実施した。 

○ 自立支援センター退所後に再路上化を防ぐ仕組み作り 

自立支援センターを就労自立により退所した者のうち、希望者に対して 1 年間のアフタ 

ーケア（地域生活継続支援事業）を実施した。 

具体的には、相談員による自宅訪問並びに電話及びメールでの相談の受付けや退所者交

流会の開催により、地域生活の継続を支援した。 

また、必要に応じて、自立支援事業の利用者向けの支援（職業紹介、法律相談等）もア

フターケアに活用した。 

                              （単位：回） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

アフターケア（地域生活継

続支援事業）相談延べ回数 

 

6,227 

 

6,738 

 

7,683 

 

7,113 

 

予算額 

                                 （単位：千円） 

   26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

自立支援セ

ンター事業 

計 1,879,430 1,491,542 1,447,347 1,293,187 1,597,796 

整備 299,257 191,283 146,824 59,724 296,802 

事業（運営） 1,580,173 1,300,259 1,300,523 1,233,463 1,300,994 

                                  （単位：千円） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

巡回相談事業（地域生活

継続支援事業を含む） 

 

102,275 

 

118,925 

 

133,610 

 

111,525 

 

111,384 

                                                                                                                                                                      

評価・方向性 

○ 施設の設置及び運営に当たっては、今後も、地域連絡協議会により引き続き地域住民の 

理解を深めていく。 

○ 自立支援センターにおいて、入所後の早い段階から一貫した就労支援を行うことや、自 

立支援住宅において地域での生活訓練を行うことは、自立支援センター利用者の自立促進 

に効果があるため、引き続き行っていく。 

○ 自立支援センター退所者に対するアフターケアは、地域社会に復帰した利用者の再路上 

化を防ぐために、引き続き行っていく。 
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対策 2 

評価欄 

事項 

番号 

就業機会の確保－①求人の確保 

実 績 

○ ホームレス及びホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者の就業による自

立を一層促進するには、民間事業所等から幅広い仕事を集める仕組みを作り、就業機会の

確保、拡大を図ることが重要であることから、平成 17 年 9 月に東京ホームレス就業支援

事業推進協議会（以下「東京ジョブステーション」という。）が設立された。 

東京ジョブステーションでは、働く意欲がありながらも、ホームレスとなることを余儀

なくされていた方々に、就業に関する相談や指導、無料職業紹介、臨時的軽易な仕事の開

拓、求人情報の収集、技能講習等を行い、就業による自立を支援している。また、民間企

業等の協力を得て、職場体験講習を実施している。 

東京ジョブステーションの求人確保実績        （単位：人） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

 合計    7,733 5,879 8,322 6,504 

 常用 7,298 5,464 7,706 5,964 

 臨時 253 129 123 150 

 日雇 182 286 493 390 

※ 臨時とは 1 ヶ月以上 4 ヶ月未満の求人。日雇とは 1 ヶ月未満の求人である。 

 

予算額 

東京ジョブステーション予算規模（求人確保に関する予算）     （単位：千円） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

合計  46,993 35,196 27,999 28,959 25,348 

国受託会計 36,993 25,196 17,999 18,959 15,348 

特別区人事・厚生 

事務組合受託会計 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

※ 「国受託会計」は、就業機会確保支援事業費である。 

※ 「特別区人事・厚生事務組合受託会計」は、求人開拓員の人件費である。 

 

評価・方向性 

○ 東京ジョブステーションは多くの企業に接触し、多数の求人確保に努めている。 

○ 利用者の適性やニーズを踏まえた、多様な就業機会の確保や様々な職種の求人開拓を引

き続き進めていく。 
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対策 2 

評価欄 

事項 

番号 

就業機会の確保－②職業相談・職業紹介 

実 績 

○ 各自立支援センターにおいて、ハローワークから職業相談員の配置を受け、平日は毎日、

自立支援センター内で職業相談及び職業紹介を行う体制を整備した。 

○ 東京ジョブステーションと連携し、自立支援センター利用者等に対して、就職支援セミ

ナーの開催、職業相談及び職業紹介を行った。 

予算額 

東京ジョブステーション予算規模（職業相談・職業紹介に関する予算）（単位：千円） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

合計  96,643 74,438 70,944 65,335 68,298 

国受託会計 81,643 59,438 55,944 50,335 53,298 

特別区人事・厚生

事務組合受託会計 
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

※ 「国受託会計」には、対象者に TOKYO チャレンジネットの相談者（住居喪失不安定

就労者）を含む。就職支援セミナー事業費を含む。 

※ 「特別区人事・厚生事務組合受託会計」は、就労指導員の人件費である。 

 

評価・方向性 

○ ハローワーク職員による職業相談・職業紹介だけでなく、東京ジョブステーションとの

連携により、一人一人に適した職業相談及び職業紹介を行うことができた。 

○ 就職に成功しても、様々な事情から就労を継続できないケースがある。 

今後も、利用者の適性等を踏まえた職業相談及び職業紹介を行うとともに、就労を継続

させるために、一人一人にきめ細かな対応をしていく必要がある。 
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対策 2 

評価欄 

事項 

番号 

就業機会の確保－③職業能力の開発 

実 績 

○ 各自立支援センターにおいて、利用者の適性と希望に応じて、国が行う技能講習の受講

を勧めた。 

○ 東京ジョブステーションが実施する職場体験講習を活用し、自立支援センター利用者等

に対して就業に向けた準備ができるよう支援した。 

 

予算額 

東京ジョブステーション予算規模（職業能力開発に関する予算）   （単位：千円） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

合計 51,825 45,940 45,940 46,170 43,866 

一般会計  2,082 2,122 2,122 2432 2,432 

国受託会計 17,610 11,685 11,685 11,605 12,183 

特別区人事・厚生事務

組合受託会計 
32,133 32,133 32,133 32,133 29,251 

※ 「一般会計」は、就労習慣体得研修、パソコン研修事業費である。 

※ 「国受託会計」には、TOKYO チャレンジネットの相談者（住居喪失不安定就労者）

を含み、職場体験講習事業費である。 

※ 「特別区人事・厚生事務組合受託会計」は、就労準備（技能講習）、就労訓練（体験

講習及びトライアル雇用）事業費である。 

 

評価・方向性 

○ 技能講習及び体験講習は、ホームレスの技能習得や就職及び就業に一定の効果をあ 

げているため、引き続き行う。  

○ 職場体験講習は、実際の作業現場で作業を体得することにより、働く上での不安を解消

することができ、また、就労意欲の喚起にも効果的であるため、引き続き行う。 
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対策 2 

評価欄 

事項 

番号 

就業機会の確保－④身元保証人の確保 

実 績 

○ 東京ジョブステーションが平成 20 年度の新規事業として、「身元信用保証事業」を

立ち上げた。 

 当事業は、支援対象者が就職に際し、求人者から身元保証人を求められ、対応できな

い場合に、求人者に対し、保証人に代わって、本制度の利用を促し、もし不誠実行為が

発生した場合には、保険会社が損害に対して保険金を支払うものであり、事業開始後、

平成 29 年度までの利用実績は 2 件にとどまる。 

 

予算額 

東京ジョブステーション予算規模（身元信用保証事業に関する予算）（単位：千円） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

身元信用保証事業 50 50 50 50 50 

 

 

評価・方向性 

○ 身元保証の取組の具体策として事業を立ち上げ、損害保険会社を活用し、物的損害を

与えた場合の金銭補償に対応しているが、求人者の求める全般的な身元引受ではないた

め、運用しにくくなっている。今後の運用に当たっては、求人者の理解が深まるよう周

知及び啓発に努める。 
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対策 3 

評価欄 

事項 

番号 

安定した居住場所の確保－①公営住宅の入居斡旋 

実 績 

○ 真に住宅に困窮する低所得者に対し住宅を的確に提供するという公営住宅制度の趣旨に

基づき、自立支援センターの退所者向けに都営住宅の特別割当を実施した。 

               （単位：戸） 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

自立支援センター退所者向け 20  20 20 20 

※ 年２回の割当数の合計 

予算額 

  

 

 

 

    

評価・方向性 

○ 公営住宅の入居斡旋は、ホームレスが就労自立し地域で安定した生活を営むために、効

果的である。 

自立支援センター退所者向けの特別割当については、都営住宅の適正な管理に支障のな

い範囲内で引き続き行っていく。 
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対策 3 

評価欄 

事項 

番号 

安定した居住場所の確保－②低家賃住宅の確保 

実 績 

○ 自立支援システムにおける自立支援住宅については、低家賃住宅の確保や居住支援の

ノウハウを持つ民間団体と連携し、確実に確保した。 

                           （単位：戸） 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 
 

自立支援住宅確保数 250 250 250 150 

 ※ 各年度末現在 

○ 自立支援センター利用者に対して、不動産知識が豊富な住宅相談員が住宅相談を行い、

低家賃住宅の紹介や不動産契約の支援をした。 

 

 

予算額 

※ 「対策１ 自立支援システムの運営」の自立支援センター事業の運営費に含まれてい

る。 

評価・方向性 

○ 自立支援システムにおける自立支援住宅については、引き続き確保するとともに、効

果的、効率的に運用する。 

○ 住宅相談員による支援や、居住支援のノウハウを持つ民間団体等との連携は、低家賃 

住宅の確保に効果があるため、引き続き低家賃住宅の物件情報の提供等を行っていく。 
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対策 3 

評価欄 

事項 

番号 

安定した居住場所の確保－③入居保証人の確保 

実 績 

○ 自立支援センター利用者が賃貸住宅契約を行う際に緊急連絡先を求められる場合は、

住宅相談員等と連携して緊急連絡先を確保できるようにした。 

○ 保証人を必要としない住宅は極少数であるため、家賃保証会社に保証料を支払い住宅

の確保を行っている。 

 

予算額 

※ 「対策１ 自立支援システムの運営」の自立支援センター事業の運営費に含まれてい

る。 

評価・方向性 

○ 緊急連絡先の確保は、安定した居住場所の確保に効果があるため、引き続き現行の取

組を行っていく。 
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対策 4 

評価欄 

事項 

番号 

保健及び医療の確保‐①健康診断・相談サービスの提供 

実 績 

○ ホームレス数の多い一部の区では、保健所が福祉事務所等と連携して健康診断や相談サ

ービスを行っている。 

○ 自立支援センターでは入所後初期の段階で健康診断を行った。また非常勤の医師と看護

師を配置して利用者の健康相談を行った。 

○ ホームレスが緊急に医療を必要とした場合、無料低額診療事業を活用した。 

                      （単位：件） 

○ 自立支援センター入所者が国民健康保険等の医療保険制度に未加入でかつ、経済的に余 

 余裕がない場合に医療機関を受診する必要が生じた際には、生活保護の医療単給により対 

応した。 

 

  25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

無料低額診療 受診数 175 377 206 213 152 

予算額 

※ 「対策１ 自立支援システムの運営」の自立支援センター事業の運営費に含まれている。 

評価・方向性 

○ ホームレスに対しての健康診断や健康相談は、ホームレスの健康を維持するために

重要であるため、引き続き、現行の取組を行っていく。 
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対策 4 

評価欄 

事項 

番号 

保健及び医療の確保‐②結核罹患者への対応 

実 績 

○ 自立支援センターでは、入所後初期の段階で結核検診を実施した。 

○ ホームレス数の多い一部の区では、ホームレスに対して結核検診を定期的に実施し

た。 

○ 山谷地域においては、城北労働・福祉センター健康相談室でＤＯＴＳ事業を実施した。 

 

予算額 

※ 「対策１ 自立支援システムの運営」の自立支援センター事業の運営費に含まれている。 

評価・方向性 

○ 結核検診等の取組は、結核罹患者の早期発見及び早期対応のために効果がある。 

○ 引き続き、結核罹患率の減少に向けた対策を行う。 
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対策 4 

評価欄 

事項 

番号 

保健及び医療の確保‐③救急医療体制の充実 

実 績 

○ 救急搬送によるホームレスの診療については「東京都山谷地域及び路上生活者救急医

療協力謝金交付要綱」に基づき、民間医療機関に協力謝金を交付することにより、救急

医療体制を確保した。  

（単位：支払件数） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

山谷地域 85 34 41 15 

路上生活者 997 1,028 849 575 

合計 1,082 1,062 890 590 

※ 支払時期による件数の集計につき、発生時期とは必ずしも一致しない。 

※ 救急隊長が基準に基づき判断して確認書を交付するため、搬送の全てが交付対象

とは限らない。 

○ 無料低額診療事業を実施する医療機関に対しては、引き続き制度の効果的な活用を行

うよう働きかけをした。 

 

 

予算額 

（単位：千円） 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

救急医療協力謝金 12,015 10,008 9,738 9,558 8,010 

 

 

評価・方向性 

○ 救急医療協力謝金事業は、ホームレスの救急医療体制の確保のために効果がある。 

○ 引き続き、救急医療謝金事業及び無料低額診療事業を通じて、福祉、医療、救急等関

係機関の円滑な連携を図る。 
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対策 5 

評価欄 

事項 

番号 

生活に関する相談・指導－①窓口・街頭相談の充実 

実 績 

○ 自立相談支援機関等に相談に訪れたホームレスに対しては、一人一人の状況や希望に 

応じて、自立支援システムや生活保護等の相談を行った。 

○ 自立支援システムや生活保護等の相談のみならず、法テラスや家計相談支援事業を実

施する機関等を紹介するとともに、必要に応じて応急援護を行った。 

○ 都区共同事業による巡回相談を実施した。また、一部の区市においては独自の巡回相

談を実施した。 

 

 

                         

予算額 

                                            
（単位：千円）                                                                       

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

要保護者等に対する応急援

護事業（区市に対する都補

助金予算額） 

 

「地域福祉推進区市町村包括補助事業」により補助 

 

※ 区市がホームレス等に対して、食事、求職活動等に伴う交通費、緊急・臨時宿泊

等を提供する事業 

なお、緊急・臨時宿泊に関する区市に対する補助については、平成 28 年度で終   

 了 

 

 

評価・方向性 

○ 自立相談支援機関等に来所したホームレスに対しては、今後も、一人一人の状況と希 

望に応じた相談を行うとともに、必要に応じて応急援護を行っていく。 

○ 地域を巡回して相談することは、支援が必要な者を早期に発見して相談及び助言を行 

うことができ、路上生活からの脱却に効果的であるため、引き続き行っていく。 
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対策 5 

評価欄 

事項 

番号 

生活に関する相談・指導－②巡回相談事業の実施 

実 績 

○ ブロック毎に区域内を自立支援センター受託法人の相談員が巡回し、ホームレスと

ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者の状況を把握し、生活、健康、

就労及びその他自立のために必要な相談、助言等を行った。面接相談では、路上生活

者対策事業やその他福祉施策の紹介を行い、地域社会の復帰に結びつけた。 

                               （単位：件） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

巡回相談件数（都区

共同事業） 

 

7,188 

 

 

7,078 

 

7,044 

 

7,264 

※ 相談以外に目視、声かけ等を含む。 

○ 施設管理者と自立相談支援機関等の連携を強化するため、都、区、国土交通省及び

自立支援センター受託法人で構成される国管理河川ホームレス対策協議会を平成 28 年

度から定期的に実施した。 

○ 自立相談支援機関と巡回相談員等によるブロック別事業推進協議会を定期的に開催

し、自立相談支援機関等と巡回相談員との連携を強化した。 

○ 路上生活が長期化したホームレスに対しては、巡回相談員が粘り強く巡回相談を実

施した。また、健康状態が悪い者への対応を充実させるため、看護師の同行による巡

回相談を実施した。 

○ 路上と屋根のある場所とを行き来している者に対して、一部の地域では、休日や 

夜間の巡回も行った。 

 

予算額 

※ 「対策１ 自立支援システムの運営」の巡回相談事業の運営費に含まれている。 

                                                                

評価･方向性 

○ 自立相談支援機関等での相談のみならず、相談員が地域を巡回することで、支援が

必要な者の早期発見と早期の自立へとつなげることができ、効果がある。 

○ 施設管理者、自立相談支援機関等の関係機関の連携をさらに強化していく。 

○ 屋根のあるところと路上とを行き来する者に対しては、今後も地域の実情に応じて、

昼間に加え休日及び夜間の巡回を引き続き実施する等、対策を工夫していく。 
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対策 5 

評価欄 

事項 

番号 

生活に関する相談・指導－③福祉サービス総合支援事業の利用

促進 

実 績 

○ 必要に応じて福祉サービス総合相談事業等の制度の周知を行った。 

予算額 

 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

福祉サービス総合支援事業 「地域福祉推進区市町村包括補助事業」により補助 

※ 都単独、区市町村への補助  

                                 （単位：千円） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

日常生活自立支援事業（地域

福祉権利擁護事業） 

 

503,328  521,639 555,322 558,399 

 

560,099 

※ 国補助あり、東京都社会福祉協議会への補助 

 

 

  

○ ホームレスが路上生活を脱却し、地域での自立した生活を営んでいくためには、一般の住

民と同様、必要に応じ社会資源を適切に活用することが必要であり、引き続き現行の施策を

行うとともに、その的確な広報に努めていく。 
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対策 6 

評価欄 

事項 

番号 

緊急援助及び生活保護‐①緊急に行うべき援助の実施 

実 績 

○ 都区共同事業の一環である巡回相談事業において、緊急的な援助を必要としているホ 

ームレスに対しては、緊急通報等適切な対応を行った。 

○ 都は、区市町村が生活に困窮している要保護者（路上生活者等）に対して行っている

応急援護事業を支援するため、その経費の一部を補助した。 

○ 緊急に医療が必要な場合は、無料低額診療事業を活用した。   

                  （単位：件） 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

無料低額診療 受診数 377 206 213 152 

○ 生活保護を必要としている者に対しては、法令に基づいて、申請または職権により生

活保護を実施した。 

 

予算額 

 

 

 

 

 

 

 

評価・方向性 

○ 巡回相談における緊急対応、区市町村の応急援護事業への補助、無料低額診療事業の

活用は、いずれもホームレスの緊急援護に効果があるため引き続き行う。 

○ 応急援護については、あくまで緊急的、一時的なものであるため、早期に自立支援施

策に結び付けていくことに努める。 

○ 要保護者が医療機関に救急搬送された場合には、速やかに実態を把握したうえで急迫

保護の要否を確認するとともに、必要な場合には適切な保護が行われるよう、今後も福

祉、医療、救急等関係機関の円滑な連携に努める。 
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対策 6 

評価欄 

事項 

番号 

緊急援助及び生活保護‐②生活保護法による保護の実施 

【１．相談・申請時における対応】 

実 績 

○ 相談窓口である福祉事務所においては、相談者の個別の状況及び本人の意思に基づき、

より適切な事業・制度の利用について助言を行った。 

○ 福祉事務所の支出した保護費等について都道府県が一定割合を負担する規定がある（生 

活保護法第 73 条）。都においては、区市の福祉事務所に対する都負担金として負担が義 

務付けられている「居住地がないか、又は明らかでない被保護者」への保護費について 

は、この規定が適用される。 

（単位：千円） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

区市に対する都

負担金決算額

（※） 

18,582,200  16,768,909 16,288,822 15,795,253 

※ 長期入院等により居宅から生活保護法第 73 条適用となった場合も含む。 

 

予算額 

（単位：千円） 

※ 都負担金対象となる保護費のうち、国庫負担分（３／４）を除いた額（１／４）を計   

 上 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

区市に対する

都負担金予算

額 

20,970,568 19,310,551 19,216,244 18,471,403 16,975,687 

評価・方向性 

○ 相談者が抱える問題や状況、本人の意思を的確に把握した上で、路上生活者施策、他法

他施策の活用、生活保護の適用等により、適切な居所の確保と自立の支援につなげていく。 
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対策 6 

評価欄 

事項 

番号 

緊急援助及び生活保護‐②生活保護法による保護の実施 

【２．ホームレスの状態に即した生活保護の適用】 

実 績 

○ 直ちに居宅生活をすることが困難である場合は、保護施設や宿泊所等厚生関係施

設を居所として生活保護を適用した。 

・都内の更生施設数：男性単身用（7 施設）、女性単身用（３施設）  

○ 保護施設通所事業（※）を活用し、保護施設から地域での安定した生活への移行

を支援した。 

 ※ 保護施設通所事業 

   保護施設退所者を保護施設に通所させ（通所訓練）、又は施設職員が居宅等を訪

問する（訪問指導）ことにより、居宅での継続的自立生活の支援と退所促進に

よる施設の有効活用を目的とする事業 

・保護施設通所事業：更生施設における実施状況 

   26 年度 11 施設、定員 392 人 → 29 年度 11 施設、定員 365 人 

 

予算額 

 

評価・方向性 

○ 直ちに居宅生活が困難な者については、今後も、厚生関係施設を活用し、地域での

安定した居宅生活へ移行できるよう支援をする。 

○ ケースワーカーのみでは困難な援助について専門的支援を実施していくために、生

活保護において、元ホームレス等に対して支援を行うプログラム（※）などを必要に

応じ活用していく。 

※ 国の生活困窮者就労準備支援事業費等補助金を活用した自立支援プログラムによ 

り、居宅生活への移行を支援していくもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 19 - 

 

 

対策 6 

評価欄 

事項 

番号 

緊急援助及び生活保護‐②生活保護法による保護の実施 

【３．宿泊所等の活用】 

実 績 

○ 都内の宿泊所の状況（平成 29 年 8 月 1 日現在、八王子市を除く） 

  ・宿泊所数 168 か所 定員数 4,849 人 

・平成 29 年 8 月宿泊所現況調べ 

    ①宿泊所利用者の 92％が生活保護受給者 

    ②約 4 分の 1 が路上からの入所 

    ③1 年以上の利用者が約 50％  

○ 女性用民間宿泊所の状況（八王子市を除く） 

平成 26 年 8 月：22 か所→平成 29 年 8 月：22 か所 

○ 居宅生活移行支援事業（国庫補助事業）等を活用し、宿泊所を居所として生活保護を 

適用されている者に対して、居宅生活への移行を支援した。 

※ 居宅生活移行支援事業実施区市町村：6 区２市（平成 29 年度）   

○ 宿泊所設置運営指導指針を改正（平成 26 年 8 月及び平成 28 年 4 月）し、居住環境

と利用者支援の改善を図った。 

・居室面積 7.43 ㎡以上ただし、地域の事業により難い場合は 4.95 ㎡以上（既存施

設は経過措置あり）とする。 

・新規開設は個室に限定 

・宿泊所利用契約と生活サービス契約の分離 

 

予算額 

 

評価・方向性 

○ 居宅生活移行支援事業等により、今後も宿泊所入所者の居宅移行を支援していく。 

○ 社会福祉法が改正され、無料低額宿泊所の適正な運営を確保するための規制強化が図

られることとなった。また、生活保護法の改正も行われ、無料低額宿泊所での単身生活

が困難な方への日常生活上の支援の仕組みが創設されることとなった（平成 30 年 6 月

公布、平成 32 年 4 月施行）。 

  無料低額宿泊所は、改正後の社会福祉法において、社会福祉住居施設と定義され、当

該施設の設備及び運営基準については都道府県が平成 31 年度中に条例で定めることと

なっている。 
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対策 6 

評価欄 

事項 

番号 

緊急援助及び生活保護‐③路上生活者対策事業と生活保護制

度の連携 

実 績 

○ 自立支援センターの利用期間内に就労自立ができなかった者については、アセスメ

ント結果や本人が抱える問題、本人の意思を考慮して、福祉事務所が生活保護を含む

適切な制度や事業の適用を行った。 

○ 自立支援センターの利用期間内に就労自立ができなかった者の中で、自立の意欲はあ

るが生活習慣が確立していない者に対しては、生活保護を適用しながら更生施設利用者

等社会復帰促進事業を活用し、地域社会への安定的な移行を支援した。 

※ 自立支援センター利用終了者への更生施設利用者等社会復帰促進事業の活用実

績（平成 25 年 7 月開始）   

  平成 26 年度実績：3 人 → 平成 29 年度実績：1 人 

 

 

 

予算額 

 

評価・方向性 

○ 自立支援センターを就労自立以外の理由で退所した者の再路上化を未然に防ぐた

め、今後も、自立支援センターと福祉事務所とが連携して、個々の状況を踏まえた適

切な対応を行っていく。 
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対策 6 

評価欄 

事項 

番号 

緊急援助及び生活保護‐④多摩地域のホームレスへの対応 

実 績 

○ 多摩地区の宿泊所の状況（平成 29 年 8 月 1 日現在） 

・宿泊所件数 43 か所  定員 1,534 人 

○ 一部の市においては、宿泊所事業者のＮＰＯ法人等と連携して、元ホームレスに対す

る居宅移行への支援を図っている。 

・居宅生活移行支援事業実施自治体数：2 市（平成 29 年度実績） 

○ 自立に向けた支援が必要なホームレスに対しては、民間宿泊所等を居所として生活保

護を適用し、被保護者自立促進事業等の活用により地域生活への移行支援を行った。 

○ 多摩地区のホームレス数の状況（路上生活者概数調査） 

・平成 27 年 1 月：162 人（124 人） → 平成 30 年 1 月：116 人（90 人） 

※ （ ）内は国管理河川のホームレス数  

  

 

予算額 

 

評価・方向性 

○ ホームレスの自立支援への取組を適切に実施するため、今後も居宅生活移行支援事業

及び被保護者自立促進事業を活用し、支援を実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 22 - 

 

 

対策 7 

評価欄 

事項 

番号 

山谷地域における対策‐①雇用の安定の確保 

実 績 

○ 山谷地域の雇用の安定の確保のために、各種取組を実施した。 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

日雇労働者吸収要綱に基づく公共事業

吸収（城北労働・福祉センター扱い分）

（人数） 

980 660 1,215 676 

特別就労対策事業（産業労働局）（人日） 51,000 51,000 51,000 51,000 

日雇労働者等技能講習事業（厚生労働省

委託事業）（応募人数） 
51 50 60 52 

求人開拓 439 367 343 309 
 

予算額 

（単位：千円） 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

城北労働・福祉センター  

職業紹介費（※） 
10,562 10,945 12,872 10,639 11,326 

特別就労対策事業（産業労働局） 1,124,655 1,199,606 1,230,090 1,230,090 1,230,090 

日雇労働者等技能講習事業 10,493 9,283 9,260 9,213 9,663 

※ 吸収や求人開拓等はこの内数 

 

評価・方向性 

○ 公共事業への日雇労働者の吸収（雇用）促進を図る「公共事業への日雇労働者吸収要綱」

について、関係各局及び区市町村等に対し、引き続き協力を要請する。 

○ 特別就労対策事業は、民間日雇求人の減少する時期を中心に、都が除草・清掃等の公共事

業を提供し、日雇労働者の就労機会の確保を図っている。同事業については、引き続き実施

していく。 

○ 日雇労働者の雇用が厳しさを増す中で、技能講習はパソコン、自動車運転免許等、新たな

科目の設定等を実施し、日雇労働者の雇用の多様化に努めている。また、求人開拓も実施し

ている。山谷地域の日雇労働者は高齢化が進行しており、体力に応じて働き続けられるよう

今後も吸収要綱に基づく雇用の促進や、技能講習等を活用した新たな就労分野への就職あっ

せんを実施していく。 
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対策 7 

評価欄 

事項 

番号 

山谷地域における対策‐②地域生活の環境整備 

実 績 

○山谷地域道路・公園等清掃（台東区・荒川区）への補助を実施した。 

清掃実施回数 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

台東区 156 104 104 104 

荒川区 182 182 182 182 

台東区（公園）   24 24 24 24 

 

 

 

 

予算額 

 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

山谷地域道路特別清掃

事業補助 
38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 

評価・方向性 

○ 山谷地域の道路・公園等清掃については、地域環境の整備とともに雇用の創出にも寄

与するなど効果を上げており、今後も実施していく。 

○ 城北労働・福祉センター職員、地元４町会、商店会、台東区、台東清掃事務所等が協

力し、月１回の地域清掃活動（地域クリーンアップ作戦）を実施している。地域住民が

自らの手で地域環境の整備を実施していることから、参加者も多く、参加者同士の連携

強化に寄与しているため、引き続き実施していく。 
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対策 7 

評価欄 

事項 

番号 

山谷地域における対策‐③福祉、保健、医療の連携 

実 績 

○ 日雇労働市場の衰退や日雇労働者の高齢化によって、利用者一人一人が抱える問題

が複雑化している現状を踏まえ、生活総合相談、応急援護相談については、支援プロ

グラムの活用等により相談体制の再構築に努めてきた。また、山谷地域における結核

の罹患率の高さから、健康相談室がＤＯＴＳ事業を展開する等、医療面での支援も実

施してきた。 

                               （単位：件） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

生活総合相談件数（応急援護

相談を含む） 
10,792 8,366 6,570 4,261 

                               （単位：件） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

応急援護相談件数 7,406 5,716 3,801 1,952 

                            （単位：件） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

健康相談室診療人数 4,434 3,345 3,131 2,475 

                            （単位：件） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

健康相談室ＤＯＴＳ事業実施

件数 
902 39 303 307 

 

 

予算額 

（単位：千円） 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

総合相談費支出   11,719 10,022 9,917 9,569 13,826 

応急援護費支出 44,698 33,549 26,041 23,366 13,098 

健康相談室運営委託費（ＤＯ

ＴＳ予算はこの内数） 
122,131 108,063 98,729 94,408 84,386 

 

評価・方向性 

○ 城北労働・福祉センター利用者が減少する中で支援プログラムの拡充を行い、より複

雑化する日雇労働者の問題にきめ細かく対応するとともに、高齢化した利用者の医療面

での支援を行うため、引き続き総合相談、応急援護、健康相談室の運営を実施する。 
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対策 7 

評価欄 

事項 

番号 

山谷地域における対策‐④高齢者対策の実施 

実 績 

○ 山谷地域の高齢者対策として、各種取組を実施した。 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

高齢者特別就労紹介件数（城北労

働・福祉センター扱い分）（人日） 
12,100 10,700 8,600 8,000 

城北労働・福祉センター敬老室利

用延人数（人） 
11,434 12,049 11,493 9,094 

 

予算額 

（単位：千円） 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

城北労働・福祉センター 

職業紹介費（※） 
10,562 10,945 12,872 10,639 11,326 

敬老室運営費 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 

※ 高齢者特別就労の紹介費はこの内数 

 

評価・方向性 

○ 日雇労働者のうち特に高齢となった者については、民間求人も減少し、生活基盤を支

える収入の確保が困難なことから、特別就労対策事業により、高齢日雇労働者の就労機

会の確保を図っている。引き続き現行施策を実施していく。 

○ 山谷地域の 60 歳以上の高齢者を対象にした敬老室の運営等、高齢者に対する交流・

憩いの場の提供を実施してきた。今後も高齢者のための交流・憩いの場の提供について、

適切に実施していく。 
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対策 8 

評価欄 

事項 

番号 

ホームレスになることを余儀なくされるおそれのある者への

対応 

実 績 

○ 都は、平成 20 年 4 月に、住居を失いインターネットや漫画喫茶等で寝泊りしながら

就労している人たちをサポートする TOKYO チャレンジネットを開設した。 

TOKYO チャレンジネットでは、生活相談、就労相談、住宅相談、資金貸付等を通じ 

て、住居喪失不安定就労者が、安定した就労と住まいを確保できるよう支援した。 

  平成 21 年 3 月からは介護職支援コースを新設し、介護職場での就労を目指す離職者 

に対し、資格取得支援や生活資金の無利子貸付等を行ってきた。 

  また、不安定な就労を続けたのち失職し路上生活に至る者に対しては、自立相談支援 

機関等で相談を行い、必要に応じて自立支援センターの利用等により就労自立に向け 

た支援を行った。  

TOKYO チャレンジネット事業実績           （単位：件、人） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

問合せ・相談・ 

新規予約件数等 

（延べ件数） 

3,222 3,899 4,552 4,489 

事業登録者数 

（実人数） 
845 893 999 987 

〇 平成 27 年 4 月から生活困窮者自立支援法が施行され、福祉事務所設置自治体におい 

てホームレスやホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者に対する各種 

の支援を行ってきた。 

〇 学校教育では勤労観、職業観を形成、確立する「キャリア教育」を行った。 

 

予算額 

（単位：千円）  

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

住居喪 失不

安 定 就 労

者・離職者等

サポー ト事

業 

406,864 623,443 676,845 646,297 594,733 

  

評価・方向性 

○ ホームレスになることを余儀なくされるおそれのある者への支援として、TOKYO チ

ャレンジネットの各種支援事業は効果がある。今後も現行の支援を行っていく。 

○ 引き続き、生活困窮者自立支援法により実施する自立相談支援事業等によりホームレ 

スやホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者に対する包括的な支援を

行っていく。 

○ 学校教育では引き続き「キャリア教育」を行っていく。 
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対策 9 

評価欄 

事項 

番号 

ホームレスの人権擁護‐①広報・啓発活動の実施 

実 績 

 ○ 毎年、「みんなの人権」及び「広報東京都」12 月号等の冊子や広報紙において、様々 

な人権課題の一つとしてホームレスに対する人権の問題を取り上げた。 

また、講演会や研修等を通じて、社会全体でホームレスに対する偏見や差別をなく

すための啓発を行っている。 

東京都人権プラザにおける人権相談で、ホームレスの人権に関する相談に応じてい

る。 

○ 学校教育においては、人権教育の実践的な手引である「人権教育プログラム」を作成

して、公立幼稚園、学校の全教員に配布し、人権教育の推進に役立てた。「人権教育

プログラム」には、「東京 23 区の路上生活者（ホームレス）の現状」に関わる資料、

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法（抜粋）」とともに、実践・指導事

例を掲載した。 

また、地域の実態に即して、児童・生徒に対する心の教育や生徒指導を徹底すると 

ともに、家庭・地域社会や関係機関との緊密な連携を図った。 

○ 社会教育においては、東京都、区市町村の社会教育関係職員及び社会教育関係団体指

導者等を対象とした人権学習指導者研修や人権啓発学習資料「みんなの幸せをもとめ

て」（105,000 部作成）等の中で、様々な人権課題の一つとして、ホームレスの人権問

題について適宜取り上げる等、啓発等に努めた。 

 

予算額 

（単位：千円） 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

人権施策推進予算（総務局） 

人権啓発に関する予算  
91,950 141,701 159,830 136,224 122,604 

学校教育（教育庁） 

人権教育に関する予算 
32,963 33,039 33,028 33,470 33,470 

社会教育（教育庁） 

人権学習に関する予算 
12,257 25,464 11,736 25,377 11,677 

※ ホームレスの人権だけでなく幅広く人権課題を取り扱う予算である。 

※ 総務局の人権啓発に関する予算には、区市町村委託分を含む。 

評価・方向性 

○ ホームレスに対する人権侵害事案等が発生している現状を踏まえ、引き続き啓発活動

やホームレスの人権に関する相談を実施していく。 

○ 学校教育においては、引き続き、現行の施策を実施していく。 

社会教育においても、引き続き、人権学習事業の実施を通じて、普及啓発に努めてい 

く。 
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対策 9 

評価欄 

事項 

番号 

ホームレスの人権擁護‐②相談・支援時の人権尊重 

実 績 

○ ホームレス対策事業に関わる職員は、相談や支援にあたって、ホームレスの人権に

十分配慮しつつ業務を行った。 

○ 自立支援センターによっては、施設運営上の苦情処理システムを有しており、苦情

受付者、苦情解決者、第三者による解決委員を設置している。 

加えて、第三者評価制度を導入している自立支援センターもある。 

○ 自立支援センターや巡回相談等を担当する運営法人職員に対して、合同研修会を定期

的に実施し、ホームレスの人権に関する研修も取り入れた。 

 

予算額 

 

評価・方向性 

○ 今後も、引き続きホームレスの人権擁護に十分配慮しながら、ホームレスの相談や自

立に向けた支援を行う。 
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対策 10 

評価欄 

事項 

番号 

地域における生活環境の改善 

実 績 

○ 公園、道路、河川等の施設管理者は、巡回警備をして施設内に起居するホームレスに

対して声かけを行っている。 

必要に応じて区市の福祉事務所等と連携して対応することにより、ホームレスの福祉 

的支援に繋げ、施設利用の適正化に努めている。 

また、施設内にホームレスが新規もしくは再流入することのないよう、施設内の巡視

及び警備を継続して行っている。 

このような取組により、公園、道路、河川等に起居するホームレスは減少している。 

○ 河川管理者と区市は、巡視及び巡回相談を共同で行う等、必要に応じて連携をとり、 

災害時のホームレスへの被害防止に努めている。 

○ 都営交通の駅においても、構内巡回を実施している。 

 

予算額 

（単位：千円） 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

都管理公園の管理経費（建設局） 93,179 99,625 102,089 102,089 52,089 

都管理道路の管理経費（建設局） 9,288 9,630 9,720 9,720 9,637 

都管理河川の管理経費（建設局） 122,619 129,946 132,264 131,253 130,864 

※ 施設利用の適正化に関する経費 

評価・方向性 

○ 職員による巡回時の声かけや、所轄警察や関係区市、関係機関等と連携して対応する

ことは、施設利用の適正化と路上生活の防止、ホームレス自立支援に効果がある。 

○ 引き続き、公園等の施設管理者は、福祉事務所等関係機関と緊密な連携を図り、当該

施設の適切な利用を確保していく。 
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対策 11 

評価欄 

事項 

番号 

地域における安全の確保 

実 績 

○ 警視庁本部からの指示等により、管内各警察署は、関係機関や施設管理者、地域住民 

と緊密に連携して、ホームレスの人権に配慮しつつ、ホームレス個々の被害防止や要保

護事案のほか、地域住民に与える不安感の除去等、地域の安全と平穏を守るための活

動を推進した。 

 

 

予算額 

 

 

 

 

 

                                     

評価・方向性 

○ 引き続き、現行施策を実施する。 
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対策 12 

評価欄 

事項 

番号 

民間団体との連携 

実 績 

○ 都区共同事業の自立支援システムの実施に当たっては、システム開始の当初から、複

数の社会福祉法人やＮＰＯ法人等民間団体の力を借り、自立支援センターの管理、運営、

巡回相談や自立支援センター退所者のアフターケア等の事業を実施した。 

 

 

 

予算額 

 

評価・方向性 

○ ホームレス対策を実施するに当たっては、民間団体との連携を図ることが重要であ

り、今後も定期的な情報交換や必要に応じて業務を委託する等、引き続き十分連携を図

っていく。 
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対策 13 

評価欄 

事項 

番号 

民生委員・児童委員の理解の促進 

実 績 

○ 民生委員・児童委員に対しては、会議、研修会等を通じて、ホームレスの現状を伝え、

社会復帰に向けた取組について情報提供を行っている。 

特に、自立支援センターの地元区の民生委員・児童委員に対しては、ホームレスに 

ついて一層理解を深め、ホームレスの自立支援の一端を担ってもらえるよう十分な説

明を行った。 

  

 

予算額 

 

 

 

 

 

                                       

評価・方向性 

○ ホームレス対策を実施するに当たっては、民生委員・児童委員との連携を図ることが

重要であり、引き続き情報提供を行い十分連携を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


